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和泉市障がいのある職員の活躍推進計画 

 

１．和泉市障がいのある職員の活躍推進計画について 

（１）策定の趣旨 

    本市においては、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１

２３号。以下「法」という。）等に基づき、これまで正職員（事務職）、非常勤

職員（現・会計年度任用職員（事務職））の「障がい者を対象とした採用試験」

を実施するなど、障がい者雇用に積極的に取り組んできました。 

    令和元年６月の法の改正により、地方公共団体等が率先して障がい者を雇用

する責務が示され、厚生労働省が定める指針に即して「障害者である職員の職

業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画」を策定することとされ

ました。 

    こうした状況をふまえ、障がいのある職員が障がい特性に応じて能力を有効

に発揮できることを目的として本計画を策定するものです。 

 

（２）策定主体 

    各任命権者（市長、市議会議長、教育委員会、選挙管理委員会、代表監査委

員、公平委員会、固定資産評価審査委員会、農業委員会及び消防長） 

 

（３）計画期間 

    令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで（５年間） 

    計画期間中においても、実施状況の確認及び関係職員からの意見聴取をもと

に必要に応じて見直しを図ります。 

 

（４）周知及び公表 

    計画は、全庁ポータルサイトへの掲載等により全職員に対して周知するとと

もに、市ホームページに掲載し公表します。 

    また、計画の見直し等を行った場合も同様とします。 

 

２．障がい者雇用の現状と課題 

（１）障がい者雇用の現状 

  ア．法定雇用率 

     平成２７年度は法定雇用率に達していなかったが、平成２８年度以降は法

定雇用率を達成しています。 
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     単位：％ 

年  度 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ 

市雇用率 ２．１２ ２．４７ ２．３８ ３．２０ ２．７９ 

法定雇用率 ２．３ ２．３ ２．３ ２．６ ２．６ 

 

  イ．採用・定着状況（過去５年間） 

     公募により採用試験を実施し、下記のとおり職員を採用しました。 

     ○正職員（事務職） 

      平成２７年４月 １人 

      平成２８年４月 ２人 

      平成３０年４月 ２人 

      令和２年４月  １人 

      ※上記中２人が既退職（令和２年４月時点） 

     ○非常勤職員（現・会計年度任用職員）（事務職） 

      平成２９年８月 １人 

      平成３０年６月 １人 

      令和元年５月  １人 

      令和元年７月  １人 

      ※上記中１人が既退職（令和２年４月時点） 

 

（２）障がい者雇用の課題 

    本市においては「障害者任免状況通報」において法定雇用率を上回り、採用

も積極的に行っていますが、現在少数に留まっている管理・監督職への登用を

はじめ、障がいのある職員の更なる活躍のため、一層の環境整備など各種取組

を実施する必要があります。 

    また、全ての職員への啓発、理解向上も引き続き実施する必要があります。 

 

３．今後の目標及び取組内容 

（１）実雇用率の目標 

    各年６月１日時点で法定雇用率以上を目標とします。 

   （毎年の任免状況通報により把握・進捗管理） 

 

（２）定着の目標 

    安心して働ける環境づくり等を通じて、不本意な離職者を極力生じさせませ

ん。（毎年の任免状況通報により把握・進捗管理） 
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（３）募集・採用の取組 

    職員の募集・採用にあたっては、以下の取扱いを行いません。 

    ・特定の障がいを排除し、又は特定の障がいに限定する。 

    ・自力で通勤できることといった条件を設定する。 

    ・介助者なしで業務遂行が可能といった条件を設定する。 

    ・就労支援機関に所属、登録しており、雇用期間中支援が受けられることと

いった条件を設定する。 

    ・特定の就労支援機関からのみの受入れを実施する。 

    採用試験の実施においては、以下の対応を行います。 

    ・拡大した問題用紙及び回答用紙の使用、拡大鏡の使用、手話通訳・筆談用

ボード等コミュニケーション手段の確保など、受験者の申し出に応じた配

慮を行う。 

    ・上記の申し出が可能なことについて、採用試験案内に記載する。 

    ・新規採用時において、採用予定職員の申し出に応じ、配慮を要する事項に

ついて配属先と事前調整を行う。 

 

（４）組織体制の取組 

    障がいのある職員の活躍を推進するため、以下の組織体制を構築します。 

    ・障害者雇用推進者として市長公室長を選任する。 

    ・障害者職業生活相談員として市長公室人事課長及び教育委員会の課長級以

上の職員１人を選任する。ただし、人事異動等により、選任しようとする

者が資格要件を満たさない場合等には、「障害者職業生活相談員資格認定

講習」を受講するまでの間、他の職員を選任する。 

    ・相談窓口を市長公室人事課に設置する。 

 

（５）環境整備の取組 

    障がいのある職員の活躍を推進するため、以下の環境整備を行います。 

    ・人事評価に係る面談やその他日常的な上司と部下の面談において、配慮の

必要な事項や体調等の確認を行い、労働環境の改善等必要な措置を講じる。 

    ・障がいの特性に配慮した職場環境、就労支援機器の貸与、通勤などの支援

を行う。 

    ・昇任試験において、職員の申し出に応じて採用試験と同様の必要な配慮を

行う。 

    ・障がい者の活躍推進に関する取組への理解を高めるため、職員への研修や

啓発を継続して行う。 

    ・中途障がい者（在職中に疾病、事故等により障がい者となった者をいう。）

について、職場環境の整備、業務の選定、通勤・通院への配慮等の取組み

を行う。 


